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総合科学技術会議 評価専門調査会 

「ゲノムネットワークプロジェクト」 

評価検討会（第２回） 

議事概要 

 

日 時：平成２２年４月１３日（火）１０：００～１２：００ 

場 所：中央合同庁舎４号館 共用第４特別会議室（４階） 

 

出席者：阿部委員（座長）、奥村委員、本庶委員、田渕委員、廣橋委員、 

    審良委員、岡田委員、金久委員、具嶋委員、中村委員、宮田委員 

 

事務局：岩瀬審議官、川本参事官 

 

説明者： 文部科学省ライフサイエンス課 

       ライフサイエンス課長 石井康彦 

     文部科学省ライフサイエンス課 

       生命科学専門官 河野広幸 

     豊橋技術科学大学学長（元プロジェクト実施会議議長） 

               榊 佳之 

     理化学研究所 

       オミックス基盤研究領域長 林崎良英 

     国立遺伝学研究所 

       副所長 五條堀 孝 

 

議 事：１．開 会 

    ２．評価取りまとめに向けた座長整理メモに基づく質疑応答 

    ３．討 議 

    ４．閉 会 

 

（配布資料） 

  資料１   「ゲノムネットワークプロジェクト」第１回評価検討会後の 

        文部科学省への追加質問・資料要求と回答 

   資料１関連参考資料 文部科学省ライフサイエンス委員会・先導的生命 

             科学研究戦略作業部会報告書(平成20年７月30日) 

 

  資料２   「ゲノムネットワークプロジェクト」事後評価の取りまとめ 
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        に向けた座長整理メモ 

   資料２関連参考資料 「ゲノムネットワークプロジェクト」事後評価意 

             見整理表 

  上記のほか、追加質問に関し、文部科学省からの補足回答を別途配布 

 

（参考資料） 

  参考資料１ 総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価 

        について（平成17年10月18日 総合科学技術会議決定） 

  参考資料２ 総合科学技術会議が事前評価を実施した研究開発の事後評価 

        の進め方について（平成21年１月19日 評価専門調査会） 

  参考資料３ 総合科学技術会議 評価専門調査会 名簿 

  参考資料４ 総合科学技術会議議員名簿 

 ＜平成15年事前評価関連資料＞ 

  参考資料５ 総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価 

        「ゲノムネットワーク研究」について（平成15年11月25日） 

 ＜平成17年フォローアップ関連資料＞ 

  参考資料６ 大規模新規研究開発の評価のフォローアップ結果（平成17年 

        ８月４日）［事前送付資料 参考２］ 

  参考資料７ ゲノムネットワーク研究の戦略的推進（ゲノムネットワーク 

        プロジェクト）の概要（平成17年５月19日 文部科学省） 

  参考資料８ ゲノムネットワーク研究 指摘事項への対応状況について 

        （平成17年５月19日 文部科学省） 

  参考資料９ 「ゲノムネットワーク研究」追加説明依頼事項・回答（平成 

        17年７月７日） 

 ＜第82回評価専門調査会（平成22年１月25日）資料＞ 

  参考資料10 ゲノムネットワークプロジェクトの概要について（平成22年 

        １月25日 文部科学省）［事前送付資料 資料３－１］ 

  参考資料11 「ゲノムネットワーク研究」に係る総合科学技術会議の事前 

        評価及び評価専門調査会のフォローアップの概要（平成22年 

        １月25日）［事前送付資料 資料４］ 

  参考資料12 議事概要（抜粋）［事前送付資料 資料５］ 

 ＜文部科学省提供参考資料＞ 

  参考資料13 「ゲノムネットワークプロジェクト」評価報告書（平成21年 

        ４月「ゲノムネットワークプロジェクト」評価委員会）［事 

        前送付資料３－２］（冊子） 

  参考資料14 「ゲノムネットワークプロジェクト」（平成20年８月） 
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  参考資料15 革新的細胞解析研究プログラム（セルイノベーション）（平 

        成21年８月） 

 ＜第１回評価検討会（平成22年３月26日）資料＞ 

  参考資料16 総合科学技術会議事前評価を実施した国家的に重要な研究開 

        発「ゲノムネットワーク研究」（文部科学省）の事後評価に 

        ついて 

  参考資料17 「ゲノムネットワーク研究」の調査検討の進め方（案） 

  参考資料18 ゲノムネットワークプロジェクトの概要について（文部科学 

        省） 

  参考資料19 「ゲノムネットワーク研究」事後評価に係わる文部科学省へ 

        の質問事項と回答 

 

  （机上資料） 

  ・科学技術基本計画              （平成18年３月29日） 

  ・分野別推進戦略               （平成18年３月28日） 

  ・国の研究開発評価に関する大綱的指針     （平成20年10月31日） 

 

議事概要： 

１．これまでの検討の経過及び検討会の進め方 

事務局から、これまでの検討経過と第２回検討会の進め方について説明が

行われた。また、事務局から、資料２の事後評価の取りまとめに向けた座長

整理メモについて、「研究開発の成果と目標の達成状況」、「科学・技術的、

社会・経済的、国際的な効果と波及効果」及び「研究開発マネジメントの実

施状況」の項目ごとのポイントに関する説明が行われた。 

２．文部科学省側からの補足説明と質疑応答  

○文部科学省からの補足説明  

文部科学省より、①各研究プログラムの目標とこれに対する達成状況、 

②ＥＮＣＯＤＥ計画への対応の考え方、③本プロジェクトと科研費の「特定

領域」との整理等に関する補足説明が行われた。 

○質疑応答（座長整理メモに沿った文部科学省の見解等の確認） 

（参事官）事務局として確認させていただきたいと思います。 

今、お話があった特許の関係は、座長論点ペーパーの３ページの一番上の２
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行だと思いますが、整理ペーパーの中では「国内では20件（このほか審査中

のものが３件）」ここが間違っている、そういうことでしょうか。 

（文部科学省）こちらから出願した23件はそのとおりでございまして、その

23件のうち、審査中のものが３件ということでございます。 

（座長）数値に関しては、問題ないということでございますか。 

（参事官）事務局で確認させていただきます。 

（座長）では、委員の方、ご発言をお願いいたします。 

（委員）座長のメモにも、今回、追加の説明資料でも一番最初に、目標がど

れだけ実施できたかということが論点になっておるんですけれども、そのと

きの目標というのが、当初の予算の段階での目標を言っておられるのか、そ

れともその後、削減されて、また、１年後にはこの総合科学技術会議でフォ

ローアップがあったと理解しているんですけれども、そこで議論されて目標

を再設定して、それで目標というものを明確にした上で、それがどれだけ実

施されたかというふうに評価してこられたのかどちらなのか、お聞きしたい

んですけれども。 

（文部科学省）ご質問の件でございますが、この計画につきましては、プロ

ジェクト実施のときに事前評価をいただいた。そういったところでご指摘い

ただいた点、また、最終的には当該年度の予算の状況に応じまして、このプ

ロジェクトとしてできる最善の計画を立て、その範囲内での達成状況という

ようなことで、今回、記載してございます。 

 目標につきましては、変更後のもので書いてございます。 

（委員）いろいろな大型の研究費の評価のときに、いつも問題になるんです

よね。予算が査定された後に目標を見直して、適切な目標を設定して、それ

を本当に実現できたのか評価すべき、今まで余りその辺が明確にされてこな

かったのではないか。これは評価すべき担当部局も総合科学技術会議も考え

なければいけないことだと思うんですけれども、その点を本当は明確にすべ

きなのではないかという議論があったわけですから、重ねてお伺いしました。 

（委員）今回、数値目標に対してきちっと整理していただいたので、非常に

いいと思うんですが、この中で転写因子に対するポリクローナル抗体の作製

のところは、600種の目標に対して607種と、数は確かに合っているんですね。

ただ、文科省から出た評価委員会の報告書を拝見しますと、実施された代表

研究者に関しての評価は非常に悪い。ほとんどは、かなりきついことが書い
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てありますね。「プロジェクトへの貢献として十分な結果が示されたとは言

いがたい」ほとんど使い物にならないというふうな印象を私は持ったんです。 

 だから、こういう数だけできたということで、逆に今度は評価として、文

科省として本当に満足されているのかどうか、やはりここはちょっと慎重に

やるべきではないか。 

（文部科学省）ただいまの先生からのご意見について、この事後評価につき

ましては、数だけの評価ではなく、研究面での評価も併せて実施していただ

きました。評価結果として書かれた文面についてはそのとおりでございます

ので、最終的には、ある程度十分な成果を上げているという評価でございま

す。それは作製目標に対して607種が達成された。また、その内容について

は、一部不十分なものもあったかもしれませんが、そういったもので全体的

には十分な成果を上げたという評価であったと思っております。 

（委員）そういう表現をされるとね。全体的というのはどういう意味ですか。

この文科省のプロジェクト、34ページから35ページを見ていただくと、この

方に関しての総評は不十分であるという評価ですよね。具体的に、一応つく

ったけれども余り役に立たない、こうきっちり書いてあるんですよ。それが

一覧表になったときに、数だけ合っている。 

 こういうことを本気で文科省が考えておられるとすると、この文科省の評

価委員会というのは一体何なんですか。 

（文部科学省）ただいまのご質問の件でございますが、実は今回の外部評価

は、平成20年８月現在までの成果に基づいて評価していただきました。その

後の状況について、こちらから現状について調査しまして、この先生の評価

結果については不十分であったというところでございますけれども、前回、

文部科学省への追加質問・資料要求への回答の参考資料４、資料１の真ん中

あたりにございます参考資料４「次世代ゲノム解析技術課題の貢献」で、研

究代表者のコメントをいただいてございます。 

 この「文科省の評価以降の進展」のところを簡単に読み上げさせていただ

きます。 

 文科省の評価（平成20年８月）が課題の開始後２年４ケ月であったため、

成果の達成の途中での評価であった。その後の８ケ月で抗体の迅速作製シス

テムの開発のために必須となる新たな抗体の検出／定量法の確立に成功し、

それまでに開発した遺伝子免疫法と組み合わせることで抗体の迅速作製シス

テムを完成させることができた。新たな抗体の検出／定量法では、任意のタ

ンパク質にビオチンリガーゼによってビオチン化されるタグを付加し、その
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Bio-tag付加タンパク質をヒト細胞株内でビオチンリガーゼとともに発現さ

せて、細胞内でビオチン化させることを技術の主幹としている。この細胞の

破砕物をアビディンコートプレートのウェルに加えて、ビオティン－アビデ

ィン複合体として抗原タンパク質をトラップさせ、これに抗体を反応させて

検出／定量を行うということでございます。 

 また、確立した遺伝子免疫法では、精製した抗原を必要としない。また、

新たに確立した細胞内ビオチン化法では、抗体の検出／定量にも精製した抗

原を必要としない。この２つの方法が確立できたことで、精製の困難な転写

因子などの抗原であっても、免疫沈降法に利用できる抗体を作製できるよう

になった。これらの結果から、課題であった遺伝子免疫を用いた抗体の迅速

作製システムを完成させることができた。 

 併せて、こういった抗体につきましてはご提供いただきまして、希望する

研究者に配付できるようになったとともに、ゲノムネットワークプロジェク

トのプラットフォームにリストを掲載して、利用可能な状況となってござい

ます。 

（文部科学省）先ほどのご質問に対して、少し私のから。 

 先生がごらんになった評価表、今、34ページとおっしゃいましたが、実は

ここにあります600という数値は、22ページを見ていただきたいんですけれ

ども、本プロジェクトといたしましては、このゲノム機能情報の解析という、

いわば基盤をつくるところで、かずさディー・エヌ・エー研究所にお願いい

たしまして、これでポリクローナル抗体をつくったということでございまし

て、これはその評価では、高く評価するという評価をいただいております。 

 先ほどのものにつきましては技術開発のところで行いまして、マウスを使

った、ＤＮＡを使った抗体ということで非常に挑戦的なもので、確かに当初

はいろいろな評価をいただいたと思います。しかし、実際そこからできたも

のは既にあるグループ等で使われて、一定の非常に高い成果を上げておりま

すので、先生が言われた点は、22ページをごらんいただければおわかりいた

だけると思います。 

（文部科学省）最初は彼もこういう技術開発をやっていたので、その途上で

作られた抗体は使い勝手が非常に悪いものもありました。その他の、下流で

彼の抗体を使おうと待っている研究者がいっぱいおりますので、その人たち

が抗体なくして黙っているわけがなくて、私も使用者の１人ですから、ミー

ティングを持っていろいろ改善しました。その結果、この後に出てきている

抗体は見事な抗体でございました。非常にきれいなデータが出ております。

非常に使い物になるもので、ここは中間段階での情報であるとご解釈くださ



 －7－

い。 

（委員）追加質問に対するお答えで、こちらのプロジェクトとＥＮＣＯＤＥ

計画との関連については割と形式的なお答えがあったと思います。研究者コ

ミュニティの提言等を踏まえて、これからさらに検討していくんだというこ

とだったんですけれども、実際どういうところがこれからの大きな論点にな

って、方向性を決めていくことになるのか、現場からの声も聞きたいんです

が。 

（文部科学省）これは当初、今後というよりも当初は、先ほど専門官が話し

ましたように、ＥＮＣＯＤＥ計画は本プロジェクトとはある意味で補完的な

関係ですが、ＥＮＣＯＤＥ計画、特に初期はゲノムの１％だけを対象にして、

技術開発を進めるということでパイロットプロジェクトを進めました。その

時点では、本プロジェクトはゲノム全体のネットワークということで既に取

りかかっておりましたので、そういう意味ではいろいろな対象として必ずし

も十分ではない。ただ、ＥＮＣＯＤＥ計画が全ゲノムに広げられた２年前で

すか、そこからは、本プロジェクトとは補完的な関係になったと理解してお

ります。 

 その時点で既に、本プロジェクトとしてではありませんが、中核機関であ

る理化学研究所がその技術の一部を用いてＥＮＣＯＤＥ計画と関連をつけて

いるところでありまして、そういうことでは、絶えず情報は相互に交換とい

うか、お互いに情報を示しながら連携しておりますが、いわゆる国家プロジ

ェクトとして我が国がこのプロジェクトにどういう形で参加するかについて

は、まだちょっと、このプロジェクトが終わったこともありまして、今後の

課題であるというのが私どもの立場でございます。 

（文部科学省）追加させていただきます。 

 当初、ＥＮＣＯＤＥプロジェクトが立ち上がったときの目標は、先生が言

われたとおりでございますが、それにプラス、アメリカの目標としているも

のは、ほとんどメンバーが技術開発と横軸研究、すなわちデータを出す、そ

ういう研究なんですね。それで、出たものは即公開。論文を書くこととは関

係なしに即公開というのがＥＮＣＯＤＥ計画のポリシーで、現在もそれを貫

いています。 

 ところが、ゲノムネットワーク研究は縦と横の糸をつなぐということがあ

りまして、縦軸の人の知財等を守るとか、論文を書くための情報をあるとこ

ろまでキープしておかないといけないというようなプロジェクトですので、

先ほど文部科学省から説明がありましたように、我々のプロジェクトではコ
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ンソーシアム規約をつくったわけですね。その間は、コンソーシアムの中で

はオープンになるが公開はされない、そういうルールでやっていました。 

 ＥＮＣＯＤＥ計画とゲノムネットワークプロジェクトが協同でプロジェク

トを推進するということになりましたら、そういうルールが違うものをくっ

つけるのは非常に難しいと考えられます。それで文科省、それから推進会議

及び実施会議で本件に関してどう対応するか、このプロジェクトの当初、非

常に真剣に議論し合いました。その結果、まずは並走する、それが一つの回

答でした。並走というのは、アメリカはアメリカのプランでやって、日本は

日本でやる。その途中で連絡を密にしようということで、向こうから我々

─これは中核機関の理化学研究所にですが、ＥＮＣＯＤＥ計画として一部

入ってくれないかというお誘いがありました。ＥＮＣＯＤＥに参加しますと

向こうでやっていることもいろいろ情報交換もできます。そういう形でお誘

いが来ましたので、みんなで相談の上、理化学研究所がブリッジになるとい

うことで、ＥＮＣＯＤＥ計画のあるグループの分担の一員ということで、今

日現在でもそれが続いております。 

（委員）文部科学省にお伺いします。文部科学省の評価の中で、いわゆる目

標とされた知財権に関する評価そのものは明確にされていないという認識な

んですけれども、いかがでしょうか。 

 この評価報告書の中で知財権の評価については８ページに書かれています

が、具体的にどうであったのかという結果評価については触れられていない

と認識します。いかがですか。 

（文部科学省）ただいまご質問の件でございます。 

 こちら文部科学省としましては、評価の観点のところでは特許、知財の取

得状況、そういったものも評価の対象であるとして評価を実施していただき

ました。また、個別課題につきましても、各評価委員の先生方に知財の取得

状況等をコメントいただいたものでございます。 

 ただ、全体的に今回、文部科学省の外部評価においては、民間の評価委員

の先生方にお願いしていなかったという点は、至らなかったと思っておりま

す。 

 また、評価結果の中で知財権の確保の評価は、今後、改善したいと考えて

おります。 

（文部科学省）今のご指摘はそのとおりだと思いますが、ただ、本プロジェ

クトといたしましては、知財を確保するという点からは、私、実施会議の議

長でしたが、前にもお話ししたかもしれませんが、我々としては全プロジェ



 －9－

クトの発表会のときに、それが特許になり得るものかどうか弁理士の方に全

部見ていただきまして、そこでご指摘いただいたものについては、個別に事

務局側と機関側と、それから弁理士を交えて特許を出すことについていろい

ろな相談をし、検討したところはございます。 

 そのほかにも、知財のワーキンググループを使ってそういった点について

いろいろ機関に促したところです。 

 ただ、結果的に件数が少ないといったことにつきましては、これはいろい

ろな制約がございました。我々として、あるいは弁理士等からいいサゼスチ

ョンをいただいたんですが、例えば、これは実際、特許を出すのは機関側で

ございましたので、機関側の判断でそれは必ずしも受けられずに、例えば特

許を出す予算がないとか、そういったことがあってできなかったものもござ

います。 

 そういったことを踏まえて、幾つかこの特許の出し方、特にこういう大型

プロジェクトについては、むしろどういうふうにしていいのかを総合科学技

術会議でもぜひお考えいただきたいと思うんですが、基本的にはこれ、各研

究機関が出すということで、我々としては間接経費を出していますので、特

許の出願についてはその間接経費で各機関にやっていただきたい。本プロジ

ェクトとして、その出願のためのお金を持っていて、それを出すという形に

はなっていない、そういう形はとれない状況が今、あると思いますので、も

し大型プロジェクトで積極的に知財を取るということを明確にされるなら、

こういったプロジェクトには知財用のお金を別に置いておいて、こちらから

積極的に指示して取らせることができればと思いますが、今は、最後は各研

究機関の、大学の知財部等の判断に委ねられることになるものですから、そ

ういう意味では非常に状況が困難であったということは、ちょっとご説明さ

せていただきたいと思います。 

（委員）今の関連のお尋ねをさせていただきます。 

 前回拝見させていただいて、プロジェクトの予算額に対して特許の件数が

非常に少ないという印象を持ちました。それと、国内出願のみにとどまる場

合が多く、ＰＣＴ等の国際出願件数が少ないことが気になります。発明や発

見を真に活用するためには、やはり国際出願が非常に重要かと思います。 

 それで、お尋ねさせていただきたい点は、先ほどの知財に関する文部科学

省の総合的な評価という視点から、１つは、この横軸を主体とした研究が真

に知財権を担保するに適切な研究なのかどうかという判断が重要かと思いま

す。例えば、非常に膨大に蓄積されたデータベース等そのものを知財化する

のは、やはり非常に困難であるという認識がもしあれば、そういうことをき
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ちんと総括されたほうがよろしいと思います。いたずらにお金をつぎ込めば

特許が取れるといった性質のものではないというご意見があれば、きちんと

それをお書きにならないといけません。 

 もう一つの問題は、かといって、これだけのものから知財権が担保できな

いというのは、国民に対する説明としては甚だ不適切であると思いますし、

どうやってそこから活用可能な知財権を確立するかについては、やはり多く

の方の知恵とご協力をもって、新しいシステムを構築してゆく責任があろう

と思います。これは、文部科学省を中心としたこの種のプロジェクトの次へ

の布石として、非常に重要になると思います。 

 ３点目は、これまで23件の知財に関するご説明がありましたけれども、も

うひとつ重要なことは、この先どういうふうに権利が移転されて、活用され

るのかという見通しとそのためのフォローアップかと思います。残念ながら、

そのへんのご説明がありませんでした。２３件の中には、2006年前後の出願

についてはすでに特許が成立しているものがありますので、それらがどのよ

うに民間等へ権利移転されているのか、いないのか、あるいは権利移転が独

占的か非独占的か等々、きちんとフォローアップすることが必要と思います。 

 ４点目は、今、先生のご説明にもありましたが、特許出願を各機関に任せ

ますと、出願費用等の問題が発生します。機関帰属の発明の申請は、例えば

東京大学の事例でご説明すれば、公的研究費に間接経費が措置されていても、

それで特許費用を賄うことが許容されていません。東京大学の機関帰属案件

ならば、東京大学固有の財源でその費用を措置することが建前で、特定のプ

ロジェクトの財源を使用することが許可されていません。要するに、特定の

プロジェクトで生まれた発明の出願費用を、そのプロジェクトで支出できな

いという現実は、現場サイドでいつも問題になりますので、何かその辺の仕

組みを変えていかないと、柔軟性が損なわれるのではないかと思っています。 

（座長）知財に関しては非常に重要な問題でございますので、他の委員のご

意見も伺ってからお答えをいただきたいと思います。 

（委員）まず、皆さん特許の件数を問題になさいますけれども、それは極め

て表層的でありまして、企業の立場、事業家の立場から言えば、要するに、

何を権利化して市場にどのようなアプローチをするのかが明確にないと、特

許というのは余り意味がないんですね。論文より簡単に特許は出せますので、

その件数だけ稼ごうと思えば文部科学省のプロジェクトでも稼げたと思うん

ですが、先ほどのご説明のとおり、そういったものに対して予算がうまく手

当てされていなかったので、メーキングもできなかったと考えるべきだと私

は思っています。 
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 一番重要なのは、結局、皆さんの言っている特許というのが、この科研費

と何が違うんだという文脈に実はつながってまいりまして、この文科省に用

意していただいた対照表を見ると、「明確な目標を設定した国家プロジェク

トである」というところに最大の差を置いておりまして、その結果、特許が

出ているということで、今、議論されているんですけれども、この「明確な

目標」という目標をよく見ると、明確ではないんですよ。 

 結局、医療とかそういったものにつながると書いてありますけれども、途

中でプラットフォームもつくると書いてあるので、この場合の評価を、私と

してはこの両方において考えなければいけないのではないかと考えています。

その際、横軸研究がつくるデータのプラットフォームというものが、実は私

は特許以上の意味を持っていると思っているんですが、ただ、前のこの会議

でも何回もしつこく質問させていただきましたけれども、プラットフォーム

というのはきちっと活用されて、しかもメンテナンスされないと意味がない

と実は思っています。というのはなぜかというと、技術的なイノベーション

はどんどん出てきますから、低頻度の発現の遺伝子などもこれからどんどん、

100分１あるいは1000分の１ぐらいの頻度のものもピックアップされてきま

すので、そういったものを併せていくような流れをつくっていかないと、

我々が投入した国費は全く意味がなくなってくるだろうと考えています。 

 これは基本的な構造ですね。５年間というものの基本的な構造を実は考え

なければいけない。総合科学技術会議や評価委員会がやるべき仕事はそうい

うことだと実は私は思っていて、特許がどうとかそういったことは、特許を

取ろうという努力が足りなかったことは明白ですから、それはしっかり書く

べきですけれども、では、どういう特許を取ってほしいのかといった目標設

定が明確になされていなかったのがこのプロジェクトで、その結果、横軸に

対してどういう縦軸を選べばいいかという選別のクライテリアもなかった。 

 そこの構造を突くべきであって、個々の研究者の努力がどうたらこうたら

ということに関しては、文部科学省の評価の方法が悪いという議論は可能だ

と思いますけれども、それ以上深く追及しても実りは少ないのではないかと

私は思っています。 

（座長）他に、委員の先生方から知財についてご発言があれば。よろしゅう

ございますか。 

 それでは、今のお２人のご意見に対して、見解がおありでしたらお願いし

ます。 

（文部科学省）このプロジェクトの最初の目標が知財を取るということ、確

かに知財権を確保するというところもありましたけれども、知財を取るとい
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うところに大目標を置いて、これについてどうするかという戦略的な書きぶ

りというか、提案ではなくて、むしろこういった遺伝子のゲノムが読まれた

後のいろいろな相互関係、ネットワークがどのようになっているか、そうい

う研究基盤をつくるところにこの研究プロジェクトの最初、総合科学技術会

議に提出したときの我々の主要なところがあったと思います。 

 そういう意味では、それが使われたかどうかというところが一番の課題で

ある、それはおっしゃるとおりだと思います。 

 特許について言いますと、それはもちろんそういう視点で取り組んできた

ところでありますけれども、縦軸研究を選ぶときに、この研究は特許が取れ

るかどうかという視点ではなくて、評価委員、課題選考委員はこれが学術的

な基盤をさらに発展させるかどうか、そういう基盤でこの課題が選ばれてい

るところが基本でございますので、そういうことでは特許の決定について、

特に件数が少ないことは事実だと思いますが、特許を取るための戦略が足り

なかったということについては、私どもとしてはちょっと、反論ではないん

ですが、最初の大きな視点が研究の基盤をつくるところにあったということ

を、１つ申し上げたいと思います。 

（文部科学省）まず、横軸は特許にならない、横軸研究の成果のデータベー

ス等々は特許にならない、これはもう初めから明確に理解しておりまして、

推進委員会でも何度も何度も繰り返し発言して、皆さんの理解を求めており

ます。 

 それに引きかえ、縦軸研究しか特許は取れない、個別の機能を研究すると

ころしか特許が取れないということは、皆さんのコンセンサスとしてあった

と考えております。 

 さらに、今、その縦軸を選ぶときの基準なんですけれども、これもやはり

明確にしておくべきであると私は思いました。結果的にはその基準が推進会

議で明確にされないまま、縦軸を選ぶ選考委員会では、やはり学術的に優秀

な、そういう研究が選ばれました。そのときに、今、委員が言われたように、

この先の権利がどのように移転されて、しかもどのように実用化されるのか。

その特許の行方ですね、どのように実用化されるのかというところまでのこ

とを、実を言いますと、縦軸研究を選考するときに、その基準を明確に発表

した上で、選んでいただくべきであったと考えております。 

 ３点目の問題は、ご指摘がありましたように、確かに縦軸機関の特許は、

出てきたときに縦軸機関の各大学に帰属することになっておりました。本当

に全国に散らばる各大学のポリシーやそこのルールで特許を取るかどうか決

めるわけですね。プロジェクトには特許用の予算がついておりませんでした
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ので、横軸の中核機関である理化学研究所が一部でもかんでいたら、理研と

相談しながら特許の出願をするというコンソーシアム規約までつくったので

ありました。しかし、実際やってみますと、やはりその大学等々及び機関の

中に予算がない。しかも、仮に特許が取れてもその後、維持するための費用

を後年度にわたってどのように負担するのかが全く解決されていませんでし

た。 

 そういう理由で、縦軸研究機関がせっかくいい研究をしているのに、特許

を取らないことがあるんですね。そのときに理研としての判断を求められる

わけですけれども、それでもやはり研究の実施主体が各大学にあるとするな

らば、その後、特許のやりとりとか、例えば係争になったときの当事者が理

研にいないのに理研だけがその特許を出すことは極めて難しいということに

なりました、やはりこれは長きにわたっての、国家プロジェクト、大規模な

プロジェクトのときには最初から、特許を長期にわたって維持、もしくはど

のように実用化するかということを据えてプランニングしておくという反省

があります。 

（文部科学省）知財の問題、本プロジェクトではなくて、特にライフサイエ

ンス関係のプロジェクト共通の課題として、私ども、認識しております。ま

さに予算の問題、特に今、お話がありましたけれども、後年度の負担、しか

も、例えばｉＰＳのようなものですら、国際的な問題になったときに大学側

で訴訟費用、弁護士費用まで全部賄えるかという問題提起を私ども、受けて

います。 

 これまで文科省では、むしろ知財全体についてのバックアップ、人の問題

とか、そういった支援はやってきておりましたし、最近のプロジェクトでは、

プロジェクトの中で弁理士も含めたサポートの機能をつけるべき努力はして

きているところですけれども、大学側でそれだけの人を、これは通常の任期

付ではなくて、定員を割いてまでそういう人を確保して育てるところまでで

きるかというと、なかなかそこまで至っていない。これは今後、こういうプ

ロジェクトを進める上で非常に大きな課題だと思っていまして、今、ライフ

イノベーションなどで議論をする中でも、文科省の中でこういう課題をどう

するか、競争的資金でどうサポートするか、どこまでできるか、これはライ

フサイエンスの問題、または国のプロジェクト全体の問題としてどうやって

いくか、非常に大きな問題だと認識しています。 

 まだ具体的なものにまで至っていませんけれども、大きな課題として考え

ているところでございます。 

（座長）只今のお話にありますように、このプロジェクトに関する知財の問
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題と、それから日本のサイエンス全体に対する知財の仕組みという課題が浮

き彫りになったと思いますが、知財に関してはここまでとさせていただいて、

他の視点からどうぞ。 

（委員）関連はしてくるんですけれども、私も、今回の研究は基盤的なとこ

ろ、プラットフォームをつくるところ、そこが非常に重要であったと思いま

すし、それが使われるということが同時に重要であったと思うんです。知財

を取るためということもあって、データベースの一般公開であるとか、ある

いはリソースの配付などが、やや遅れた。初めはこのコンソーシアムの範囲

内だけでやられたと伺いました。でも、本当にそれでよかったのかというの

がポイントでありまして、ＥＮＣＯＤＥ計画などはそうでない形でやってお

られるわけですよね。 

 それから、この縦軸研究を選んでやられたわけですけれども、しかもそれ

が、非常に科学的に優れたものを選んでやったとおっしゃいますけれども、

その辺の論理になると、もう特定研究と同じなんですよね。他の一般の科研

費の研究と。それでありながら、一般の科研費の研究に対してはまだ情報が

提供されていない、リソースが配付されていないという状態でやってきたと

いうところは、やはり私は問題であって、もっと早くに公開してみんなでや

れるような体制をつくるのか、本当にこの縦軸研究に選ばれたものが他の研

究と違って、何か説明できるだけの根拠があるものなのか、ちょっと疑問だ

なと私は思うので、次のプロジェクトでは、もっとサイエンティフィックコ

ミュニティに広く情報が共有できて、そして推進できるような体制を考える

べきではないかと私は思います。 

（座長）科研費４つの大型プロジェクトとの違いについてご説明いただいた

のですが、私からの質問として、同時期の科研費プロジェクトに、このネッ

トワークプロジェクトの横軸研究がかなり貢献して、相乗効果を生み出した

のではないかと思いますがいかがでしょうか。今までのご説明の中ではそこ

が明確ではなくて違いだけをはっきりおっしゃったのですが、いわばこの４

つの特定領域研究は、縦軸の大型プロジェクトだといったとらえ方も一方で

はできると思います。 

 ですから、同じ頃に走っていただけに、このプロジェクトで行った横軸研

究が４つの科研費プロジェクトにかなり貢献したのではないかというふうに

も思えるのですが、その辺はいかがでしょうか。 

（文部科学省）科研費とこういったトップダウンというんでしょうか、目標

を定めたものと、これは、ちょっとこういうことを言うとあれですが、もと
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もといろいろ検討する部会等も必ずしも同じではないということもあって、

これはむしろゲノムコミュニティの中で相互にどうするかという、運用上、

我々がどうするか、これは我々可能だと思いますが、制度的には資金の出も

違いますし、いろいろな部会の検討が違いますので、それを初めから一緒に

してこういうふうに組み合わせろということであると、これは文部科学省全

体の中で、こういう制度のやり方自身をご検討いただかなければいけなくて、

これは私が答える立場にはないんですが、運用という意味におきましては、

我々としてはコミュニティに対していろいろな意味の支援をするということ

で、非公式になりますけれども、いろいろな情報提供、あるいは私は向こう

の総括委員でもありますし、そういったことで、相互に情報の提供というこ

とはしております。 

 ただ、それは今、阿部座長が言われた、制度的にこれとこれを組み合わせ

てというのは難しくて、唯一あったのは、協力機関というものを設けて、こ

のプロジェクトについてお金は提供できないけれども、これを使いたいとい

う方はぜひ応募してください、その方が科研費でやっておられようと他のプ

ロジェクトでやっておられようと構わないのでと。そういう形で我々として

はオープンにして、それについては40機関ぐらいの方々がこれを使われて、

いろいろな研究をされたということで、そういう仕組みとしてこのプロジェ

クトはやりましたけれども、科研費とこれを並行してやるという……、ちょ

っとこれは制度的な問題なので、すぐに対応できなかったことは確かです。 

（委員）先生は全体を見ておられたという立場で、私がちょっと気になって

いるのは、両方に参加している研究者が何人かおられて、ある人は億単位の

お金を両方からもらっておられて、そのプロジェクト内容を見ると、文言は

ちょっと違うけれども、基本的に似たようなことがあるというのは、どうお

考えになったのか。 

 具体的に言いますと、菅野さんは、ゲノムネットワークからは「ゲノムネ

ットワーク解析に向けたヒトｃＤＮＡクローンの整備」ということで５億

2,600万円。基盤ゲノムのほうからは「完全ｃＤＮＡライブラリを利用した

トランスクリプトン解析と技術開発」というタイトルで、基本的に似たよう

なことだと思うんだけれども、６億1,700万円というふうなものの位置づけ

はどういうふうに整理されたのか。 

（文部科学省）例えば今、菅野のプロジェクトについてのお話がありました

が、私、ゲノム４領域のほうで、すみません、詳しく見ていたわけではない

んですが、こちらのゲノムネットワークにつきましては、彼らが整備したｃ

ＤＮＡクローンをゲートウェイのクローンに乗せかえる、それを発現に使え
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るようにするというところが我々が菅野さんにお願いした点でございまして、

多分、特定領域側ではそうではなくて、クローンのライブラリの整備という

ことであったのではないかと思いますが、ちょっとそこは、すみません、ゲ

ノム４領域のほう、そこのところまでしっかり読んでおりませんので、ちょ

っとお答えしにくいところがあるんですが、一応同じものをタイトルだけ変

えて、両方で支援したとは思っておりません。 

（座長）内容的に、かなり異なるという理解でよろしいわけですね。 

（文部科学省）もちろんやっている方は１人ですから、相互に全く違う分野

のことをやっているわけではありませんが、一応、違うご提案でご協力いた

だいたと思っております。 

 それから、先ほどのご質問ですけれども、我々、この２つのプロジェクト

の関係なんですが、お互いに連絡はしておりまして、例えば私などは、全然

お金はもらっていないんですけれども、統括班員としてコンサルテーション

をしておりました。いろいろな意見を言う統括班員という立場に招聘しても

らいましたし、それからあちらの、当時、他の先生のところと常時ミーティ

ングをして意見交換しておりました。 

 さらに、例えばリソースの件も、彼らに使ってもらえるように、ゲノムネ

ットワークのほうとしては各研究班員の協力者として、もう既に特定領域研

究の班員になっている人を協力者として意見交換もしくはゲノムネットワー

クの材料が使えるように、招聘していました。それ以外にも、お金はもらっ

ていないけれどもそのリソースが使えるようにということで、かなり班員に

なる基準を拡大してリソースが使える機会を、日本の皆さんもしくは世界の

皆さんに使ってもらえるような配慮をし、コンソーシアム規約と矛盾しない

形で仕組みを考えました。 

（委員）この委員会を見渡すと産業界の方がいらっしゃらないので、私は今

でもバイオベンチャーとか製薬企業とのかかわりがあるので、ちょっと意見

を述べさせていただきます。 

 座長整理メモで座長もちゃんと書かれているんですけれども、１の（３）

で「研究評価に産業界の視点が入っていない」ということと、もう一つは、

私も知り合いの研究者にゲノムネットワークプロジェクトのホームページに

こういう成果が出ているんだ、特許が出ているんだと言っているんですけれ

ども、知らない人が多いんですね。そういうことで、今後のことが重要なの

で、ぜひ広報活動と、言葉は悪いんですけれども営業活動、こういうことを

製薬企業の連中、それからバイオベンチャーに対してやっていただきたい。
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これが１の（３）のところの件だと思います。 

 もう一つは、２．１の（２）ですか、「検証には一定期間が必要である」

と書かれていますけれども、特許出願リストには、創薬のターゲットになり

そうなものが幾つかもあります。ただ、これだけでは製薬企業はなかなか飛

びつかないと思います。できればこういうタンパク遺伝子が見つかったらｓ

ｉＲＮＡ、抗体、特に低分子によってこの検証を、本当に将来創薬がターゲ

ットになるかどうかをぜひ見極めてほしいと思います。国には東大のライブ

ラリもあるし、理研にプロジェクトもあるし、いろいろあると思います。そ

ういうもので検証してほしい。 

 ＮＩＨ、米国が日本と違うのは、ライブラリを揃えてアセイシステムがき

ちんとされているところだと思いまして。産業界からの要望です。 

（委員）前回もお話しさせていただいたんですが、この個別のゲノムネット

ワークプロジェクトの評価に関しては、かなりいろいろな角度からやられて

いると思うんですけれども、これの上位ですね、要するに、プログラムの評

価に関してはどういう形でやられていらっしゃるのか。 

 そのプログラムの評価の中で、一つのプロジェクトとしてこのゲノムネッ

トワークプロジェクトが位置づけられているのか、それとも、これは国家プ

ロジェクトとして独立して、何か明確な目標が別に設定されて動いているも

のなのか、その辺のところをもう一度ご説明いただきたいと思います。 

 なぜかというと、プログラムの評価をしないと次に何をすべきなのか見え

てこないはずなんですね。個別のプロジェクトの中のいろいろな研究の課題

ですとか、そういったものに関しては多分いろいろ評価をされていらっしゃ

ると思うんですね。その上のプログラムの部分に対してどういう状況なのか

わからないというのが１つ大きなところなので、そこをご説明いただけます

か。 

（文部科学省）ただいまのご質問についてお答えします。 

 こちらのゲノムネットワークプロジェクトにつきましては、文部科学省の

科学技術・学術審議会の中にございますライフサイエンス委員会、そこで１

度、文部科学省としての事前の評価は行われてございます。その評価を受け

て、今回、評価結果として、こちらの評価検討会での検討に至っているとこ

ろでございます。 

 また、このプログラムの位置づけでございますが、第３期の科学技術基本

計画等でございます生命現象の統合的理解、それを達成するための位置づけ

として、ゲノム研究がございます。その中でのゲノムネットワークプロジェ

クト、そういった位置づけであると考えております。 
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 また、このプロジェクトは国家プロジェクトということでございますけれ

ども、最終的にはこちらの評価結果などをもとに、今後、文部科学省とも評

価結果を踏まえ改善等を図っていく、そういった関係かと思います。 

（委員）それは具体的にどこにあるんですか。その評価結果というか、それ

が達成されたかどうかは、その中でどう評価されたんですか。 

（文部科学省）評価結果については、プロジェクトの評価として、この評価

報告書ができております。この評価結果をもとに、審議会の中で評価を受け

ているということです。 

（委員）プロジェクトはプロジェクトで評価されている。プロジェクトに関

しては、非常にいろいろな角度からやられているのは理解しております。 

 ただ、その上の、文科省としてこのプロジェクトは、多分、その上位のプ

ログラムを実現するための手段なわけですね。先ほど、研究基盤をつくると

いうことが１つ大きな形だということだったかと思うんですけれども、それ

は何のためにとか、ですね。そのもう一つ上のプログラムの部分で、このプ

ロジェクトはどういう役割を果たしたのかというところを評価されたのかど

うかを確認したかったんです。 

（文部科学省）ライフサイエンスの振興全体、文部科学省の。そういう大き

い方針の中にこれがあり、がん研究があり、脳研究があって、それをどう位

置づけるかというご質問ですか。 

（委員）はい。このプロジェクトがその中でどういう形で評価されているの

か。 

（参事官）文部科学省さんから平成20年７月の報告書が出されていますよね。

一番下に基本的な方向づけみたいなものがついていますので、これをご説明

いただいたほうかがよろしいのではないかと思いますが。 

（文部科学省）先ほどお話ししましたように、ライフサイエンス研究につい

て、もちろんこういうゲノムもそうですし、タンパク、それから再生医療で

ありますとか脳でありますとか、がん研究、橋渡し研究、いろいろやられて

おります。 

 これは基本的には私どもとしては、総合科学技術会議で取りまとめられた

基本計画に基づきまして、私ども、科学技術基本計画、そしてそれに基づい

てライフサイエンスの分野でどうするか、もちろん総合科学技術会議の検討

を踏まえて、ライフサイエンス委員会で全体の施策をどうするかということ
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をやっています。その中で個々のプロジェクトを立てて、そして評価をする

という仕組みになっています。 

 その全体として言いますと、個々の、例えばこの研究を用いて、例えば特

許を取るとか再生医療を実用化するとか、そういうことがもちろんあります

けれども、全体としては、計画の中でそれをどうしたか、そして５年に１回

また新しい計画を立てるときに、これまでのレビューという形で課題を摘出

するというのが通常の我々の仕事のサイクルになっているところでございま

す。 

 それから先ほどの、広報活動等のお話がありました製薬業界などにどうす

るかというお話。我々も非常に大きな課題だと思っています。これはこのプ

ロジェクトもそうですし、昨年、事業仕分けなどでもタンパク3000について

大分ご議論がありました。実際にどれだけ創薬につながるかといったときに、

十分機能していないところがあるのではないか。特にタンパクのときに、そ

れをつなげるために必要な機能として、やはり化合物ライブラリといったも

のできちっと検証して次のステージに持っていくことが必要ではないかとい

うことで、東大のところ、それから理研のほうでも天然の化合物の話もやり

ました。 

 今、それについてはタンパクのプロジェクトの中でやっておりますけれど

も、それを外部開放という形でできるようにしておりますし、これをさらに

ライフサイエンス研究の基盤として、もっと広く活用する手段があるのでは

ないかという検討もしているところでございます。 

 こういったもので使える形に少しでも持っていくということと、私たちの

プロジェクトで何をやっているかということをきちっとお伝えする。なかな

かこれは我々も苦労していまして、例えばシンポジウムをやったり成果報告

会をやって、たくさん寄せ集めてバッとポスターセッションをやってみんな

に知っていただけるかというと、これはなかなか難しいところであって、そ

ういう意味では、製薬業界などとも相談をして、もう少し個別にやるような

手段がないかというお話もさせていただいております。 

 我々、非常に大きな課題だと思っていますので、またいろいろお知恵をお

かしいただければ我々もやっていきたいと思っていますので、よろしくお願

いします。 

（委員）それについては、このプロジェクトの立ち上がりのときに、たしか

製薬協に行かれて紹介されたんですよね。その後も製薬協の研究開発委員会

に話したら、ぜひこういう成果をもう一度先生たちに来ていただいて教えて

いただけないかと言っていましたので、アレンジしますので、ぜひお願いい
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たします。 

（文部科学省）ありがとうございます。おっしゃるとおりでございます。 

 営業活動、広報活動ということですけれども、我々このような技術を使っ

てきたものを、本当に企業を含む日本国の方々に使っていただきたいという

ことで、我々、その後、支援部門をつくりまして、企業も含むすべてのとこ

ろからのリクエストに応じて、受益者負担で全部サービスを提供するという

ことが、このおかげでスタートしました。 

（委員）別の件でお聞きしたいと思うんですけれども、こういった大きなプ

ロジェクトになりますと、非常にたくさんの方が参加されて、いわゆる若い

人たちもたくさん参加される。大半の方が、やはりポスドク研究員なり、そ

ういった身分だと思うんですけれども、そういった人たちが後、どう動かれ

るかということは非常に大きな問題だと思います。 

 大きなプロジェクトで来たポスドクの人が次になかなかポジションがなく

て、ポスドクをどんどん繰り返していって年は５年、５年と増えていくとい

うことが、今、非常に大きな問題になっていると思うんですね。それが若い

人たちがこういう全体の学術のところに思い切って飛び込んでくるのを躊躇

するような時代になってきた大きな理由になっていると思うんです。 

 この中でキャリアパスについても質問がありまして、いろいろお答えいた

だいているし、実際に何名と書かれていると思うんですけれども、その中の、

いわゆるキャリアアップのためのサポートがいろいろされたという中に、私

の質問は、何というか、こういうものがありますよというどこでもやってい

るようなことだったのか、あるいは一歩進んだ教育を考えられたのか、とい

う点です。 

 このプロジェクトの横軸でいろいろなプラットフォームをつくられたとい

うことであれば、逆にそこにいたというメリットが非常にあると思います。

特に今、ウェットの研究者とドライの研究者、あるいは数理的な研究者の間

をうまくつないでいくようなデータベースを提示したというのは、ここにも

少しありますけれども、それ以外のいろいろな、たくさんのデータをうまく

処理していくような、そういった人は非常に足りない。大学もそうだと思い

ますし、我々のような研究所もそういう人を求めているわけですので、そう

いう人をうまく育てる、あるいは、むしろそういうことを教育する場として

は願ってもないような環境をつくられていたと思うんですよね。 

 そういう中で、そういうキャリアパスをうまくつくるようなことをなされ

たのかをお聞きしたいし、むしろこれから大型プロジェクトが出たときには、

その大型プロジェクトに参加した人はこういうメリットがあって、若手にも
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配慮しているんですよというふうなことを最初から制度設計の中に入れてい

くことが非常に重要ではないかと思いますので、お聞きしたいと思います。 

（座長）これは中核機関のほうから。 

（文部科学省）非常に大事なご質問をいただいたと思います。 

 まず、かなり継続的な形でのキャリアパスが可能かという視点で人材要請

が行われたかという点については、反省的に言えば、必ずしもそうではなか

ったと思います。 

 しかし、一方、横軸の中でのデータベース等のプラットフォームにつきま

しては、延べ人数で20名のポスドクがおりまして、かなりの人がその後、就

いております。例えば２名の方が理研に、それから海外から来た３名の方は、

３名ともパーマネントポジションです。これはたまたま海外でゲノムネット

ワークがポスター発表したときに、向こうから飛びついてきた部分がござい

ます。あと、名古屋大学、東北大学、これは任期付の助手ではありますけれ

ども、そういうところ。それから、その他のデータベースでのアノテータと

しては４名ということで、比較的そういった部分では、長期的にはどうなる

かわかりませんけれども、まあ、いっている。 

 それから、やはり全体に、例えばＷＥＢページを一般の方がどのくらい利

用したかといったところを見ますと、実はデータが出たときには非常に利用

されるけれども、その後、減るような形の中で、やはりプロジェクトが終わ

った後に少し減っております。 

 これはどういうことかといいますと、実は2009年３月にプロジェクトが終

了しまして、今度、セルイノベーションというのが続くわけですけれども、

実はこれは当然ながら一般入札の中でやっていく。そこまでの期間が約６カ

月ありますけれども、実はデータベースそのものは、ライフサイエンス投稿

データベースのほうからも見えるようにしてもらってはいますが、例えばサ

ーバ等のマシンは全部リースでありましたから、これは返却であります。そ

れから、ポスドクその他ＳＥは解雇でございまして、したがって、利用件数

等もよく分析しますと、2009年３月、2004年のところにちょうどギャップが

出てくる。 

 したがって、次のセルイノベーションで何とかそこをまた頑張ろうとして

はおりますけれども、そういった断続性の問題があるということと、逆に優

秀な人、もっとキャリアを積んでやってほしい人が継続的にそこでできない、

そういう問題は非常に感じた次第です。 

（座長）この個別のプロジェクトの問題と、あらゆる研究プロジェクトに共
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通な面とがございまして、この点についてはこの辺で打ち切らせていただき

ます。 

 私から最後に１つお伺いしたいんですが、座長メモに、研究開発マネジメ

ントの実施状況という部分がございます。本プロジェクトは中核の横軸研究

がある上に、縦軸研究を組み合わせるというところに特色があると思います。

前半で横軸に力点を置き、後半で縦軸というふうに当初、述べられています。 

 それで、途中でこの縦軸研究に関してはどうするかといった視点は、マネ

ジメントのほうから何か変更点はございましたでしょうか。当初のまま進め

られたのか、それとも途中で、機能的連携のためにマネジメントが介入した

り、あるいは実施会議が「こういう方向に力を入れよう」というような、何

かその辺の動きはあったのかどうかお聞きしたいのですが。 

（文部科学省）プロジェクトとしては、もちろん５年間ですが、横軸と縦軸

の連携というんですが、もともと横軸の基盤がある程度ないと縦軸は何もで

きないということもありますか、そういう意味では当初２年間、あるいは２

年強、横軸のほうに物すごくウエートをかけて、データの集積ということも

ございました。でも、一方では、そういうことを睨みながら縦軸研究は、

個々にそういうことを認識しながらやっていただきたいと。 

 ただ、これは当初、そういうことをきちっと述べたんですが、やはり、こ

ういうことを言うとあれですが、縦軸研究者の方々はこれまでの個別研究と

いうスタンスに非常に慣れておられましたので、なかなかそういうことをご

理解いただけなかった方が、個別研究の中にそれなりにおられました。 

 そういう中でも、幾つかの研究プロジェクトが横軸を使いながら非常にい

い成果を出したという実績を示すことで、大方、大半の縦軸研究は、後半に

向かってはこれを大いに活用してやっていこうというふうに姿勢が変わって

きたと思います。 

 それは具体的に方針をこうして変えたというよりも、むしろ研究の、１つ

は、相互の情報交換会を毎年２回やっております。それから中間に自己点検

を行いまして、これは全部個別に呼んで、あとの班員がいる中で具体的に縦

横の連携をどこにやったのかという視点について自己点検を行いまして、そ

の点で、かなり個別研究の方々の意識が大きく変わったと私は思っておりま

す。例えば、実施会議が自己点検の会議を縦軸の全課題で行ったということ

がございます。 

（委員）今の縦軸、横軸なんですけれども、先ほど議論の中で、研究の整理

としてはそれで構わないと思いますけれども、実は縦軸と横軸は、本質的な

区別はないんですよ。縦軸は生命現象にフォーカスしてやっていますけれど
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も、横軸に関しても、すべての人体の組織を網羅したとか、そこまでいって

いるわけではなくて代表的なものをピックアップしたということなので、実

は縦軸、横軸の研究がうまくいく可能性があるとすれば、今、おっしゃった

ようなことだけではなくて、実は縦軸のほうから横軸に「こういうものも調

べてほしい」というフィードバックがあったかどうかを確認したいんですね。

そうでないと、あらかじめ大きな地図を完全につくった上で縦軸をやる研究

ではないので、地図をつくりながら縦軸をやらなければいけないので、それ

を確認させていただきたい。 

（座長）今の委員のご発言の中で特に私がお聞きしたいのは、この推進委員

会とか実施会議が今のような視点でワークしていたのか、機能していたのか

という点についてお答えをいただきたい。 

（文部科学省）１つは、今、縦軸も横軸も区別がないとおっしゃったんです

が、我々としては、一番最初に立ち上げるときに、その縦軸の研究者と横軸

というか、これから基盤をつくっていく人たちと全部個別にミーティングを

セットしました。ここの個別の縦軸研究者がどういうことをやろうとしてい

るか、横軸はどういうことをそれで支援できるのか、そういうことは点検し

てスタートいたしました。 

 もう一つは、さっき言った自己点検ですが、それが途中の段階で、きちっ

と当初のようにつながってワークしているのか。これは当然、縦軸研究が何

を求めているかということは、横軸のほうに当然伝わりますし、もう一つは

実際に、そうは言っても横軸はあらゆることを、基盤も技術もないところの

ことはできませんが、こういったものができるという中で、縦軸研究からど

ういったことをやってほしいかということで、実際、横軸については随分た

くさんのデータ提供あるいはリソースの提供があって、それで相互に連携し

ながら行われている。それを実際やったのは実施会議であり、その上に立つ

推進会議がそういうことを考えた、そういうことでございますが、よろしい

でしょうか。 

（委員）今の話とも関係しますが、これはトップダウンのプロジェクトであ

るにもかかわらず、推進体制、文科省から推進委員会、実施会議ですね、こ

この指示命令系統がきちっと定義されていない。報告を受け、助言をすると

いう形で、実施会議で決められた話を個別の研究者に対して具体的な指示が

あったのか、できるような仕組みになっていたのか。全体のプロジェクトの

構成における命令系統はあったのかなかったのかというのは、少なくとも文

科省の体制図を見る限り明確ではないですよね。 
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（文部科学省）このプロジェクトにつきましては、ただいま先生がおっしゃ

ったとおり、推進体制としては、推進委員会、そのもとにある実施会議とい

う形で、文部科学省はその両方のプロジェクトの推進に努めてきたところで

あります。 

 実際、指示命令系統があったのか、無かったのか、助言だけではなかった

のかというようなご意見について、例えば総合科学技術会議での事前評価、

またはフォローアップ、そういったものはすべて推進委員会の中で議論し、

その内容について実施会議に指示し、実施会議、先生のところで各参加研究

者にフォローしたということでございます。 

（文部科学省）私どものプロジェクトと呼んでいるものは、通常、委託契約

という形でやっております。科学研究費補助金のような、補助金として渡し

て、ある意味自由な発意で、いいものが見つかったらそちらに逸れていくこ

とまで許容するのと違いまして、契約でそれを実現するという前提でやって

おりますし、これは単年度ではなくて複数の年度で、５年なら５年、３年な

ら３年でそれをやっていく過程で方向がずれていたものについて、実施会議、

推進会議でご意見をいただければ、我々のほうで契約の中味についてきちっ

と指示をするという前提で、今の指揮命令系統ができているということでご

理解いただきたいと思います。 

（文部科学省）この座長メモについて、１つだけ私としてお話し申し上げた

いことは、１の（２）で、横軸研究から派生した新規性のある縦軸研究の創

成が見られない点に問題があるといった整理がされているかと思います。 

 これにつきましては、今、委員が縦軸研究も横軸研究も区別はないんだと

おっしゃいましたが、実際にこれは縦軸研究、個別のものがここから新たに

採用されて行われたことはないんですが、例えばＲＮＡタイプの発見という

ことから、新しいプロモータのいろいろなグループ分けがきちっと見られて、

そういったものが「ネイチャージェネティクス」に出ている。それから、Ｔ

ＩＰ－１の細胞についての分化のプロセスをフォローしたものが「ネイチャ

ジェネティクス」あるいは「セル」に出ているというようなことがありまし

て、こういったものは、もちろん横軸研究者がかなりの中核になっておりま

すけれども、縦軸研究、それから協力機関交えてこういった研究をやってお

りますので、これを実際にどう評価しているかはわかりませんが、我々とし

ては、こういったベースから新しいものが派生してきているということは申

し上げたいと思って、最後にお話ししました。 

（文部科学省）これはどうしても言っておきたいので、発言させていただき
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ます。 

 ちょっとお話を聞いていると、縦軸と横軸に関して実態とは違うイメージ

をお持ちだと私、感じました。 

 といいますのは、最初に全部のデータを出して、データベースをつくって

「はい、使いなさい」と縦軸の人に。そういうものではありません。我々の

横軸のシステムは、最初はそのシステムをつくることに重点を置いたのであ

って、実際やったサンプル、確かに横軸が整備したサンプルもありますが、

縦軸の方が「これを解析してくれ」というものをもちいて我々がデータを出

したのです。それを全部真ん中に置いて寄せ集めたら、かなりしっかりした

データベース、40の縦軸機関がありますので、彼らのデータをつくってあげ

て、かれらが研究できるようにしてあげたあと、それを集めたら最終的にデ

ータベースができる、そういうイメージでこれを組んだんですね。 

 ですから、ヒトゲノムプロジェクトみたいに全然関係のないものを「とに

かく目をつぶって全部出しなさい」そして出してから「はい、使いなさい」

そういうものはちょっと違うということを言っておきたいと思います。 

（座長）その辺は我々も理解しております。ただ、横軸と縦軸研究の連携が、

全体的に見たときに本当にすべてうまくいっていたかということに対して、

委員の先生方から幾つかコメントがあるのだと思います。 

（文部科学省）それはちゃんとうまくいっていました。各研究の縦軸の先生

方に、我々１人ずつ、そこまで行って面接を１回ずつやっております。それ

を多分３回ぐらい繰り返したと思います。 

３．討議 

（座長）残り時間が少なくなってまいりましたが、これから、皆様にお配り

しております整理メモに基づいてお話をさせていただけたらと思います。 

 資料２の座長整理メモを御覧ください。 

 これにつきましては、最初に事務官からお話がありましたように、３つの

大きな項目で整理しております。時間の関係がございますので、１、２、３

と１項目ずつ順番にご意見を伺いたいと思っております。 

 最初に、１．研究開発の成果と目標の達成状況でございます。 

 これは（１）（２）（３）（４）の４点に絞っておりまして、ご説明いた

しませんが、この１.成果と目標の達成状況は、２、３とも密接にかかわっ

ておりますので、１につきましては10分程度ご討議をいただきたいと思いま

す。 
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 どうぞご自由にお話しいただければと思います。 

（委員）（２）の、横軸研究から派生した新規性のある縦軸研究の創成が見

られないという指摘、これは実は私が指摘させていただいたものなので、若

干補足させていただきます。たしかに、全くないかといったらそういう意味

ではありません、しかし、これだけ膨大な予算を使った横軸の整備から、本

当にクリエイティブな、これから展開できるような縦軸につながる新しい糸

ができたかという視点では、やはり少ないのではないかと考えます。 

 特にＲＮＡ関係で言いますと、やはりノンコーディングは大きな謎であり、

これをどう打開するか、それらの機能をひもとくことが非常に重要な問題な

ので、そこに見通しが利くような研究の糸、そういうものを提案することが

最も重要なことだったと私は理解していますので、そういう点の私の指摘で

ございました。 

（座長）全く同感でございます。縦の研究が何十とある中で、すべてがＯＫ

かというと必ずしもそうではなく、その数は少ないのではないかというご意

見は、ぜひ共有したいと思っております。 

 この点について、いかがでしょうか。 

（委員）私も、ご意見に賛成です。先ほど、縦軸研究があって、その分野か

ら横軸研究も広げていったというような相互作用があったんだと言われまし

たけれども、その縦軸研究の研究者が本当にそれなりの理由があって選ばれ

たのか、それとも、もっと言ってしまうと、他の研究費でやっていなかった

人たちが選ばれてこういうものに加わったのかというところもありますし、

本当に、もう制度の縦軸とボトムアップの違いがあって、それぞれ走ってい

るのでその間を調整できないという状況があっての上ですけれども、この縦

軸研究、他の制度で走っている膨大な研究と比較したら、このプロジェクト

をやったために非常に大きな展開があった、横軸からのつながりがあったと

はすべてでは言い切れないと思うので、賛成です。 

（座長）今、１の（２）が議論になっておりますが、その他（１）（３）

（４）についてはいかがでしょうか。 

 前回、目標に対しての成果がとても大切だということでございまして、目

標というのが今回、非常に細かい内容で個別に出てきました。私は全体的に

概観する具体的な数値目標とか達成目標を期待しておりました。そういうこ

とを考えますと、数値目標に対して達成したという書きぶりは、ここにはふ

さわしくないような気がいたします。 
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それで、（１）にありますように、外部の専門家によって事後評価を受けた

段階では、ある一定の評価は受けたと、それを最初に述べました。そして先

ほどの、このプロジェクトがねらっていた横、縦の連携という、新しい研究

がこのプロジェクトからたくさん出たかというと、それはなかなか理解でき

ないのではないかという点を（２）で記述しました。 

 （３）は、ここが一番私は問題だと思うのですが、個別の研究ではなくて

こういったトップダウンで行う大型プロジェクトに関しては、研究の全体像

がうまくいったかどうかが最も大切な観点ではないかと思っております。そ

れで、この研究の特徴は、中核の横軸の研究を充実させて、そしてそれを、

縦軸の研究にうまく乗せて初めて成果が評価されるのではないかと考えます。 

 ２とも関係するんですが、その点はこの委員会のほとんどのメンバーの方

が満足していない点だと思います。ただし、個別には、幾つかの課題はうま

くいっており、部分的には評価できる点は少なくないという表現にしました。

しかし、骨子の、縦横の連携が全体的にうまくいっていたかというと、物足

りないと言わざるを得ないのではないか。この評価はどういうエビデンス、

あるいはどういう視点から言えて、そして、なぜこういうことになったのか

というところまで踏み込んで述べたいと思いまして、当初目標と達成状況の

比較考証が必ずしも明確ではなかったとか、マネジメントの検証も不明確だ

った、知財権の確保には言及されなかった、それから産業界の視点が入って

いなかった、こういった幾つかの課題が残って、これがどうもうまくいかな

かった、あるいは反省すべき課題なのではないかということで、ここに盛り

込ませていただいた次第でございます。 

 これについては、いかがでしょうか。 

（委員）私は、（３）にお書きになったことでいいと思うんですけれども、

結局、目標に対しての評価が整理できていないのは、逆に言うと、目標が非

常に曖昧であったということだと思うんですね。どういう目標を掲げられて

いるかというと、この評価委員会のほうで書いているように「ヒト全遺伝子

の転写制御系の分子間相互作用の解明」これを目標にすると。これはもうと

んでもない茫漠とした目標で、これだったらどこまでいったらＯＫなのか、

これはちょっと……。 

 だから、やはり目標自身、つまりトップダウンプロジェクトと言いながら、

沖縄を占領するのかフィリピンを占領するのか全然目標がないんだから、そ

れはちょっとわからない。そこではないかと思います。 

（委員）それは実は事前評価委員会で最大の争点になりました。つまり、ヒ

トゲノム計画みたいに終わりがないですよね。環境によっても発現パターン
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が変わりますので。それなのに「終わる」と言ったんですよ。そこら辺で非

常に議論があって、ある特定の生命現象にフォーカスすべきだという意見と

併記されて、こういうようなプロジェクトになってしまったんですね。 

 ですから、当初あそこに並んでいらした中核研究者の人たちのイメージは、

ヒトゲノム計画みたいに終わることができるものだと思っていたんですよ。

だから全遺伝子みたいなことを簡単に書いてしまっているんですけれども、

それはあり得ない話です。そういう意味では、当初の大グランドプランに大

きな誤りがあったというのが１つあります。 

 もう一つ、これはリーディングプロジェクトといって、国の経済の立て直

しをやるという要請から来ているプロジェクトなので、一方でアカデミック

なプラットフォームをつくるという軸と、一方で産業化というか、社会をも

うちょっと発展させるようなという軸があったので、そもそもこのプロジェ

クト自体の性格もあいまいであったと考えています。二重の曖昧さがあった

と思います。 

（座長）今の両委員のご意見については、盛り込ませていただきたいと思っ

ております。 

 時間が迫っておりますが、２．に移ってよろしいでしょうか。 

 ２につきましては、科学・技術的、社会経済的、国際的な効果と波及効果

でございます。 

 ここが最も書きぶりが難しいところでございます。評価が難しいところだ

と思いますが、まず（１）での科学・技術的効果については、数がどうだと

か質がどうだとかいうことがありましても、ここは一定の成果が得られたの

ではないか。これをどう利用するかはまた別にしても、成果が得られたので

はないかと評価いたしました。 

 続きまして２ページですが、（２）の社会経済的効果の評価については、

非常に難しいと思います。先ほど先生からもご意見がございましたように、

社会的にこのプロジェクトがどうやって利用されるか。その評価にはもう少

し一定の期間が必要かもしれません。しかし、最終的に高い評価を得るため

には、プロジェクト実施期間中から一層のリアクションが必要だったと思わ

れます。したがいまして、社会的経済効果については一定期間を待たなけれ

ばいけないのですが、甚だ不満足というか、評価できない点も多々あろうと

考えます。 そして、（３）のＥＮＣＯＤＥ計画は、今日ご説明をいただき

ましたが、国際競争と国際協調と両方の視点から姿勢を問うたものでござい

ますが、先ほどのご説明では、あるところでは国際競争に勝つために、ある

ところでは協調してというご説明があったかと思いますので、その辺のとこ
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ろは、もう少し資料を見て整理しながら評価してみたいと思います。 

 私は、（１）についてはこれでいいのではないかと思いますが、先生方に

お聞きしたいのは（２）と（３）について、何かご意見がございましたらち

ょうだいしたいと思います。 

（委員）（３）ですけれども、まずこのプロジェクト、先ほど言われました

ように、横軸研究のデータを公開しないということが、やはり非常に特殊だ

ったと思うんですよね。それがＥＮＣＯＤＥとの非常に大きな違いで、そう

いう点では、やはり国際競争、あるいは日本の内部プロジェクトという見方

がされている可能性が非常に大きいと思っていて、これは２週間前の「ネイ

チャー」がゲノムのドラフトから10周年記念ということで特集号を組んでい

ましたけれども、その中で10年間で何が起こったか書いてあるんですが、Ｅ

ＮＣＯＤＥのことは書いてありますけれども、ゲノムネットワークは何も書

いていないわけですよね。それから、ゲノムＤＮＡのほとんどが転写されて

いるという話もＥＮＣＯＤＥを引用しているんですよ。本来は、多分こちら

のプロジェクトの話のほうが先に出ていると思うんですけれども。 

 そういうことが起こってしまうので、やはり国際協調という連携体制を明

確にして、さらに日本の内部プロジェクトをやる、そこのバランスが、やは

り私は、ちょっと内部のほうに偏っていたのではないかという気はしていま

す。 

（委員）（２）の社会経済的効果、このとおりだと思うんですけれども、期

待するとすれば、大分時間がかかってしまっているわけですけれども、やっ

とリソース、それからデータベースが一般に公開されることになったわけで

すので、それによる波及効果も十分期待したいと思うんですよね。その辺も

加えていただくといいかなと思います。 

（座長）ありがとうございました。 

 続きまして、２の（２）、成果の活用。これは（１）（２）（３）と３つ

ございます。これについてはいかがでしょうか。 

（委員）これは微妙な話なんですけれども、後継としてセルイノベーション

というのがあって、ほぼ同じ人たちが主任研究者というか、中核研究者をや

っていると思うんですけれども、要するに、こういうことを続けていってい

いのかどうかという議論は、やはりやらなければいけないと思うんですね。

それは、その先生方が適格とか不適格ではなくて、要するに、大きなプロジ

ェクトが始まったら必ず次にそのプロジェクトの受け皿が来ると、実は日本

の政府の予算の硬直性と全く同じことが起こる可能性があるわけですよ。 
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 ですから、例えばこういうプラットフォームとしてつくったデータベース

とか、あるいはさまざまなローマテリアルみたいなものを、今、生物の統合

的なデータベースを文科省は支援していらっしゃいますけれども、何かそう

いうようなものをプロジェクトというものだけではなくておさめるような、

国立公文書館ではありませんけれども、そういったプロジェクトのものをき

ちっと国家が管理するような体制をとっておくと、プロジェクトの組みかえ

が柔軟にできるのではないかと考えるわけですね。 

 というのは、新しい方を選ぶにしろ、これのメンテナンスを義務づけてし

まうことが今後のその研究のフレキシビリティにいいかどうかといったこと

を議論したほうがいいと思います。それにもちょっと触れておいたほうがい

いのではないかと思います。 

（座長）その辺の書きぶりですね。 

（委員）余りどぎつく書かないでいただきたいとは思います。誤解されたく

ないので。本当に、仕組みの問題です。 

（委員）それが今、総合科学技術会議でも第４期に向けて非常に議論になっ

ていて、科研費の場合はオートマチックなＰＤＣＡサイクルが働いている。

つまり、３年、５年もらってだめだったら次はもらえないわけですよね。と

ころがプロジェクト研究にかかわる人は、明確なレビューなりがないまま、

こっちのプロジェクトから次のプロジェクトへ走るという仕組みでずっと行

われてきている。だから、だれも責任をとらないということが大きな問題で

ある。 

 それをどう表現するかは……。（笑）だけれども、やはりそこにちょっと

コンサーンがあるということは、表現したほうがいいですね。 

（座長）ありがとうございました。 

 続きまして、問題の２．３、知財の確保についてですが、これはほぼ議論

が出尽くしたと思いますので、委員の先生方、あるいは文科省側の回答も含

めて、書き改めさせていただきたいと思います。 

 続きまして２．４、人材育成です。 

（委員）ここは、この真ん中に「中核機関についてはキャリア支援の取り組

みが行われていることは確認した」とわざわざ書いてあるんですが、では、

他の機関にはないのかというと、同じレベルのことはどこでもやっていると

思うんですよね。特に理研が立派な支援をしたという印象はない。 

（座長）これに関しては事務局からお答えいただきます。明確にこういう回
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答があったのがこの２つの機関であったということだと思いますが、いかが

でしょうか。 

（参事官）今、先生からあったとおりで、文科省からの回答として示された

ということで、こういうふうに書いておりますが、内容的にこれでいいのか

ということからすれば、そこは必ずしも十分でないかもしれませんので、そ

こはご議論いただければと思います。 

（委員）先ほどお聞きしたけれども、要するに、個人的な努力で就職を世話

したと。そこはどこの教室だってやっていますよ。別に機関として何か明確

なキャリアパスがやられているかというと、そうではないと思うから。こん

な書き方をしたら余程何かいいことをやっているかと。そういうことではな

い。 

（座長）先ほど、特段の何かがあるのかというご質問には、お答えがなかっ

たですね。一般論でしたね。 

 では、それはぜひ入れさせていただきます。今後のためにもとても大事で

ございますから。 

 他に、よろしいでしょうか。 

 では、人材育成の（２）については、いかがでしょうか。 

 例えば、このプロジェクトは特殊性から言って、バイオインフォマティク

スに重要な分野であると。そういう意味で、人材育成というのが特にこのプ

ロジェクトでは期待されているのではないかと書きたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

（委員）バイオマティクスの専門家とウェットな専門家が共同してやるとい

うイメージがまだ残っているんですが、今は、やはり１人で両方できるよう

な人材が必要だという書き方のほうがいいのではないかという気がします。 

 ただ、このプロジェクトの成果としてここに書くような性質のものなのか

どうかは、ちょっとまた別問題ですけれども。 

（委員）（１）にも関係してくるんですけれども、こういうプロジェクト、

特に横のプロジェクトというのは、ポスドクをテクニシャンみたいに使って

しまう性質があるんですよ。それはタンパク3000でもそうなんですけれども。

そこの危険性を人材のところに入れておかないと、結局、論文も余りないし

次のポストも得られないというビシャトサイクルにその人たちが入ってきて

しまう。それを何とか考えるような表現がどうしても欲しいんです。 

 これはやむを得ないところもあるんですよ。日本の場合にはテクニシャン
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というプロフェッションが確立していないので、ＰＤとか大学院の方々がち

ょっとテクニシャン的な仕事をせざるを得ないようなところがありますけれ

ども、大型プロジェクトでは目に余る。 

 人材の使い捨てにならないようなという、その仕組みを大型研究の中にビ

ルトインしなければ絶対だめなんですよ。 

 今、ＪＳＴでポスドク支援の主査もやっておりますけれども、こういうと

ころに契約していると、例えばキャリアパスのセミナーをやろうとしても、

専任義務があってそれを受けられなかったりするという阿呆な仕組みがあり

ますので、そこら辺をうまく配慮していただきたい。 

（座長）本当の意味でのキャリアパスが必要だということですね。 

（委員）そうです。 

（座長）わかりました。 

（委員）ほとんど繰り返しになるかもしれませんが、こういう大型プロジェ

クトのときに、そういう若手の人を一種教育するようなプロジェクトを常に

付随させるのがいいということを、今後の問題としてちゃんと書いていただ

ければいいのではないかと思います。 

（座長）大変よい意見をありがとうございました。 

 ぜひ書き入れてみたいと思います。 

 他によろしいですか。ありがとうございました。 

 続きまして、最後の３．研究開発マネジメントの実施状況でございます。 

 これにつきましては、私が先ほど推進委員会と実施会議が有機的にワーク

していたのかとお聞きしたら、かなり積極的にワークしていたというご説明

をいただきました。推進委員会が助言とサポートをすることによって飛躍的

にこの研究が伸びたという具体例が欲しくて、文科省側にはお願いしたつも

りなんですが、先ほどの数値目標と同じで、具体的な例がございませんでし

た。 

 おそらく、努力はされたのでしょうが、全体像で評価すると、必ずしもマ

ネジメントがうまくいっていたとは書けないのではないかと思っております。

いかがでしょうか。 

（委員）本来、縦と横がいっていたら、多分、縦の人と横の人と同じ論文が

共有されて出てくる、シェアされて出てくるはずなんですけれども、それが

余りないですよね。縦の人は横の、林崎さんのコラボレーターとして論文が

入っていないですよね。そこがやはり、多分これは個々の研究の組み合わせ
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である。林崎さんは林崎さんで網羅的にやるところはやって、ある意味で大

がかりなんだけれども、自分のプロジェクトだと。 

（委員）論文もそうなんですけれども、結局、ローマテリアルであるｓｉＲ

ＮＡとかｃＤＮＡの共有化というか、そういうものがおくれましたよね。要

するに、プロジェクトが終わってから後出しじゃんけんみたいに出してきた

というのは、やはりこれはうまくいっていなかった。少なくとも研究契約の

中にそういうものが入っていたかどうかも確認したいぐらいなんですけれど

も、どうやって共有する責務を負うかといったことが明示されているかどう

かも重要ですよね。 

 つまり、研究者はやはり囲いたがっているので、このマネジメントとして

どうやるかを制度として入れておかないと、うまくいかないだろうと思うん

ですね。 

（座長）この点は問題があります。（２）、特定領域研究との住み分け、逆

に、共有、連携の点については、触れるかどうかが非常に大きな問題だと思

います。 

 委員の先生方のご意見をいただければと思いますが。 

（委員）これは文科省の仕組みで言うと、課が違うわけですよね。そこで情

報の断絶があるんだけれども、推進委員か何かで一部オーバーラップしてい

る方がいらっしゃるということであれば、少なくとも全体を見る人は何人か

はいらした。そうしたら当然その中で、ボトムアップ、トップダウンといっ

てもこのレベルのことは、そんなにすぐ産業化できるとか何とかいう話では

ないんだから、もっと有機的な連携があってもよかったのではないかなと。 

 だから、ここの文章「推進に反映させていくことが求められる」といって

も、もう終わってしまったわけですからね。連携をしてやるべきではなかっ

たか、そのほうが、個々の余り細かいことはあれだけれども、やはりこれだ

け大型プロジェクト、似たような領域で動くのに全く知らん顔というのはお

かしいのではないかということは、指摘していいのではないでしょうか。 

（座長）この点はご質問させていただきました。本プリジェクトの横軸研究

が特定領域研究の進展に大きく貢献したというご説明を期待しましたが、そ

ういうご説明はありませんでした。ご意見は指摘させていただこうと思いま

す。 

（委員）先ほどの質問で、要するに上下関係がどうなっているのかといった

ときに、委託で任せているんだというようなお話があったかと思うんですね。
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そうすると、プロジェクト自体が文科省のプロジェクトではなくて、委託先

が評価している形になっている。文科省としての評価が見えないんですね。

委託してしまって、委託先でいろいろ個別の評価はなされているんだけれど

も、文科省としてそれをどう評価したのかが見えないので、そのあたり、文

科省としての評価のあり方といったものも折り込んでいただければと思いま

した。 

（参事官）仕組みとしては、委託を受けた側で推進委員会と併せて、推進委

員会の下と言ったほうがいいですか、評価委員会が設置されて、そこで実質

的な評価をされているんですが、その評価結果について、文科省としてはラ

イフサイエンス委員会でその評価内容が妥当かどうか、そういうプロセスは

とっておりますので、そのプロセスとしての問題というのは、なかなか指摘

しづらいのではないかと思います。 

（委員）ちょっと補足しますと、もともと私どもの位置づけは、今回は文部

科学省のプロジェクトですけれども、プロジェクトの立て方、中味について

事前評価を行い、その後、フォローアップを行って、今回、結果について評

価の結果及びその評価の仕方を含めて評価するというのがここの立場ですの

で、今、ご指摘のあった点は十分範疇に入っているというご理解でよろしい

かと思います。 

（委員）仕組みとしてそういう形であるならば、（２）のところは、その仕

組みを超えなければ恐らくこれはできないわけですから、課が違うとかいろ

いろあるので。その辺のところは言い回しで補足しておいていただければと

思います。 

（委員）今の点については、私も何回かライフ課で参考意見等を述べる機会

がございました。そのときは、何か新規なプロジェクトを始めるための意見

聴取や議論であろうと期待しておりました。しかしながら、結果的には、や

はり理研の横浜研究所が既にあり、従前のプロジェクトの後継として、人、

施設、建物を継続するための施策が中心になってしまったように感じ、個人

的に、後味の悪さはいなめませんでした。 

 そういう意味で、これはシステムそのものの問題なので、このようなトッ

プダウン型の研究と特定領域研究のようなボトムアップの申請をどうバラン

スするのか、あるいはトップダウン研究についてはもっと本格的にスクラッ

プ＆ビルドするかというような高いレベルの施策が重要だと痛感します。先

ほど来のお話のように、やはり理研の研究所ありきで、そこでできるプロジ

ェクトを持ってくるというようなことを繰り返していってはならないでしょ
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う。 

（座長）そういう意味でも、きちんと評価をしなければいけないと思います。 

 次に（３）です。国内外の50以上の研究機関の参画を得て、このプロジェ

クトは行われたという点ですが、どういう連携をとられたかが見えにくい面

がございます。数だけで判断するならば、50というプロジェクト数は多いの

ですが、その協力機関あるいは協力体制の具体例の提示は少なく、見えにく

い。評価体制ができていても、中味が実際にどうだったのかの判断はなかな

か難しい問題であろうと思います。 

 最後から３行目に「文部科学省は、」とございますが、「協力機関の枠組

みを導入したことによる具体的な効果や課題を明確にし、それを今後の研究

開発の推進に生かすことが求められる」としてあります。今後のために、こ

ういった一文を入れさせていただいた次第です。 

 この点、いかがでしょうか。─ありがとうございます。 

 （４）は「他の関連プロジェクトとの連携に関しては、」ということで、

タンパク3000とか、あるいはその後のターゲットタンパクというようなこと

との連携があろうかと思いますが、これについても、「体制を構築する必要

があったのではないか」というような文言にしてございます。 

 いかがでしょうか。 

（委員）それは一般論としてはそのとおりだと思うんですけれども、このプ

ロジェクトにはミッションがありますから、何でもかんでもいろいろなプロ

ジェクトと連携しろという物言いは誤解を招くと思います。 

 このプロジェクトが皆さんのお脳を悩ませているのは、ミッションの設定

が悪過ぎたということですよ。それはなぜかというと、皆さんは協力しろと

おっしゃるけれども、一方で知財を要求しているために、彼らはデータをプ

ロジェクト外になかなか出せないという制約もありましたから。ですから、

そういう意味では、このプロジェクトのグランドプランそのものが非常に大

きな矛盾を秘めたまま行ってしまったんですね。 

 事前評価のところでは結構ギリギリやったんですけれども、やった割には

何か直っていなかったなというのが、事前評価に関与した者の反省として言

い訳しますけれども、なぜあれが反映されなかったのかもよくわからないん

ですけれども、そういう意味では、今、言ったプラン・ドゥー・チェック・

アクションの仕組みは幾つか出ているんだけれども、それぞれの部分で実は

余り実効性がなかったのかなと、少なくとも事前評価ではそう思いますね。 

（座長）そういう点では、やはり実際のマネジメントがうまく回っていなか
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った。 

（委員）それもありますし、ミッションの設定ということをもう少しきちっ

と議論しないと、プロジェクトの前に、これは余りうまくいかないという、

あるいはマネジメントしにくい軛が幾つかできてしまったということだと思

います。 

（座長）ありがとうございました。 

 時間も過ぎておりますので、あと５分程度で終わりにしようと思います。

全体的な視点からの発言がございましたらお願いします。 

（委員）自分の興味なんですけれども、ｓｉＲＮＡのライブラリは本当に、

今でももうコマーシャルに売られていますから、これが物すごくいいものか

どうかチェックしてもらいたい。やはり私などは607の抗体は物すごく気に

なるんです。特に転写をやっていますと、いい抗体が欲しいんですよ。本当

にこの607が全部いいものかどうかチェックしてもらって、アベイラブルで、

本当に今、コマーシャルで売っている抗体よりもきれいに落とせるというこ

とをチェックしていただきたいと思います。 

（座長）今のような視点は、ぜひ入れてみたいと思います。 

 委員の指摘は、そういうところを文科省側に、プロジェクト側にフォロー

アップしてもらうということですか。 

（委員）私たち、抗体が物すごく欲しいんです。これからチップシートやっ

ていくにしても、転写因子の抗体というのは、これからネットワークするの

に、研究するのには物すごく大事なので、いい抗体を持つのは物すごくこれ

から有利なので、もし日本のこれが物すごくいい抗体であれば、それを活用

したいなと。 

（座長）わかりました。 

（委員）これは盛り込むかどうかは別の話ですけれども、最初のところで目

標の設定、これが当初の予算であったのか、それともその後、削減された後

で設定された目標なのか質問したら、それは削減された後で、フォローアッ

プの段階で目標を設定して、それについての議論であるということで一貫し

て議論されたわけですけれども、その削減されたところの大きなものとして、

公募型の研究、これを非常に大きく削減したというのがありました。という

ことは、結局、この縦軸型の研究の部分にかなりしわ寄せが行っていたんだ

と思うんですよ。 
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 逆に、縦軸型の研究をこのようなチームで選んでやって、本当によかった

のかと。むしろ別のやり方もあるわけです。今回そこが削減されてこういう

ことになって、こういう結果になって、その連携が不十分だということにな

ったんですけれども、逆に大きなものができていたら、その間の連携が本当

にどうだったのかなということがあるので、この辺のことはよく考えなくて

はいけないことだなと思います。 

（座長） 本日の討議結果を踏まえて、私のほうで事務局と一緒に評価結果

案を作成させていただきます。最終的な取りまとめの調整については、私・

座長にご一任いただきたいと思います。 

４．今後のスケジュール等 

事務局から、５月７日開催予定の評価専門調査会で、評価検討会としての

評価報告書を評価原案という形で座長から報告を行い、審議の後評価原案と

して取りまとめる予定である旨の説明を行った。 

－了－ 


